
 

高知県日高村まるごとデジタルみらくるプロジェクト審査会審査要領 

 

 

１ 趣旨 

第 １ 条  この要領は、高知県日高村まるごとデジタルにおける実施プロジェクトに係る審

査を実施するために必要な事項を定める。 

 

２ 審査方法 

第 ２ 条  審 査 会 は 、 高 知 県 日 高 村 ま る ご と デ ジ タ ル み ら く る プ ロ ジ ェ ク ト 応 募

要 領「 ９ プ ロ ジ ェ ク ト の 選 定 」（ ２ ）二 次 審 査（ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ）に 掲 げ

る 申 請 内 容 に つ い て 、 別 添 に 定 め る 基 準 に よ り 審 査 を 行 う も の と す る 。  

２ 審査結果は、審査会長及び委員が前項に定める基準について、案件ごとに審議し、審査

会長が審査会の総意として取りまとめる。 

３ 審査会には、必要に応じてプロジェクトの採択を受けようとする者、プロジェクト実施者

又はプロジェクトの実施に協力する者の出席を求め、申請内容について説明を求めること

ができる。 

 

３ 審査結果の取り扱い 

第３条 審査会長は、前条による審査結果について、速やかに村長に報告する。 

 

 

附則この要領は、令和４年４月１日から施行するものとする。 

 



 

別添 

高知県日高村まるごとデジタルみらくるプロジェクト審査会審査基準 

 

審査項目 審査の視点 評価 配点 

１．事業計画の内

容 

（１）社会課題の背景やニーズを的確に把

握しており、事業全体の計画が明確である

か。 

全て 

A、B、C、D、E

の５段階評価 

 

評価内容及び

内容別配点は

下表のとおり 

１０ 

（２）プロジェクトの事業理念に大義があ

るか。 

１０ 

（３）事業の内容が課題解決に必要な技術

を有しており、実現性、実効性の高いもの

であり、持続可能性が期待できるとなって

いるか。 

１０ 

（４）実施予定の POC 事業により、創出さ

れる事業の顧客価値（※１）が既存または

類似の事業と比較して高いものになってい

るか。 

２０ 

２．期待される効

果 

（５）事業終了後に、社会実装および横展

開が期待できるものになっているか。 

３０ 

３．実施体制の妥

当性 

（６）コンソーシアム（※２）構成団体

間で、適切な役割分担がなされ、かつ、

事業実施者の実施体制は、事業を円滑に

推進することができる体制となっている

か。  

１０ 

（７）コンソーシアムを構成する者に県

内企業者が含まれる場合、事業創出や技

術学習といった企業成長も期待できるも

のになっているか。（※３） 

１０ 

４．スケジュール

の妥当性 

（８）事業を進めるうえで十分なスケジュ

ールとなっているか。また、問題があった

際に柔軟に調整可能な日程 

１０ 

※１顧客価値の定義は、サービス受益者らが享受する価値をコストで割ったものであり、そ

の手法はベネフィットの向上の他、コストの削減なども該当します。 

※２コンソーシアムの最小構成は、日高村および（株）チェンジと事業実施者による。 

※３加点審査項目。なお、高知県 IoT 推進事業費補助金審査基準に準じる。 

※４審査の結果、いずれかの項目に E 評価がある場合、又は合計点が 60 点未満の場合は、 採

択レベルを満たさないものとする。 

A B C D E 

優れている やや優れている ふつう やや劣っている 劣っている 

内 容 が 極 め て 

明 確 か つ 具 体 

的であり、非常

に優れた成果が

期待できる。 

(配点×1) 

内容が明確かつ 

具体的であり、

優れた成果が期

待できる。 

(配点×0.75) 

内容が明確であ

り、成果が期待 

できる。 

(配点×0.5) 

内容が不明確又 

は 不 十 分 で あ

る。 

(配点×0.25) 

内 容 が 不 適 切 

である。 

(配点×0) 

 


